
発議第９号 

 

   特別委員会の設置について 

 

 高山市議会に高山市基本構想審査特別委員会を設置するものとする。 
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1. 特別委員会の名称    高山市基本構想審査特別委員会 

2. 委員          議員全員 

3. 委員会の任務      高山市基本構想の審査を行う。 

4. 常任委員会との調整   常任委員会の所管事務については連絡調整する。 

5. 委員会の継続期間    委員会の任務が完了するまで存続する。 

 

 


